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総研棟のX線回折装置



労働安全衛生法
―電離放射線障害防止規則―

 事業者は，労働者が電離放射線を受けることを
できるだけ少なくするように努めなければなら
ない

 電離則第一条で労働屋の放射線障害防止は
その事業者が責任を負うことを原則としている

 電離則第二条で、エックス線は放射線であると
定義されている。「エックス線装置の使用」は、
放射線業務に指定されている



放射線の体への影響

日常生活であびる放射線量に比べ、桁違いに多量の放射線をあびると，
体に様々な障害が発生する．これを放射線障害という．

放射線が体にあたると，直接または原子や分子の「電離」によって体
を構成する分子が変化する．これが放射線影響の出発点となる．

中でも，安定な酸素分子が「電離」し，化学変化を起こしやすい活性

酸素ができる変化は健康への影響として重要である．

酸素分子（安定）

電離された酸素分子
（化学的に反応しや

すい）

放射線の
生態影響

放射線

核酸，DNA，
タンパク，脂肪など
の分子が化学変化



身近にある放射線

高エネルギーを持つ物質粒子、電磁波を「放射線」、

放射線を放出する能力を「放射能」，

放射能を持った物質を「放射性物質」

放射線には「α線」「β線」「γ線」「X線」がある

放射線が物質に吸収されるエネルギーをグレイ(Gy)で表す
（物質1kgあたり1J線量吸収されると１Gy）

人体への影響を表す単位としてシーベルト(Sv)が使われる

シーベルト＝グレイ×放射線荷重係数※

※人体が受けた放射線の影響の程度を表す係数．吸収線量が同じであっても
ガンの発生率など影響の程度は，放射線の種類やエネルギーなどにより異なる．

X線，γ線，β線は「1」，α線は「20」，中性子線はエネルギーにより「5～20」
X線では、シーベルト＝グレイ（「安全の手引き」８章参照）



種類 症状

身体的影響 早期障害 全身 急性放射線障害

局所 放射線皮膚炎

晩発障害 全身 ガン，寿命短縮

局所 白内障，潰瘍

胎児障害 流産，奇形，発達障害

遺伝的影響 突然変異，遺伝病

被曝量と症状の関係

～0.25 Gy（250mSv） 明らかな障害は無い

～0.5 Gy（500mSv） 血液像変化．重大な障害は無い

～1.0 Gy（1Sv） 血液細胞変化．障害現れる

〜2.0 Gy（2Sv） 障害あり．無気力化．

〜4.0 Gy（4Sv） 障害あり．無気力化．死亡の可能性

〜6.0 Gy（6Sv） 50%死亡

6.0〜 Gy（6Sv～） 死亡

急性症状



10mSv以下なら大丈夫

X線使用者の被曝限度 女子学生・・・5mSv/3ヶ月
男子学生・・・50mSv/1年かつ100mSv/5年



電離則第十五条で，事業者は，Ｘ線装置を専用の部屋（放射線装置室）
に設置することが義務付けられている．ただし，Ｘ線装置の外側におけ
る外部放射線による1cm 線量当量率が20μSv/hを超えないように遮蔽
された構造の放射線装置を設置する場合は，放射線装置室は不要。
リガク製Ｘ線回折装置で防Ｘ線カバーを装着した場合は，防Ｘ線カバー
閉時の1cm 線量当量率が2μSv/h以下なので，放射線装置室は不要。

放射線装置室内に設置したＸ線装置を遮蔽壁，防護衝立てその他の遮蔽
物を設け，漏洩Ｘ線による実効線量が1 週間につき１mSv 以下になる
ように遮蔽すること。
リガク製Ｘ線回折装置では、防Ｘ線カバーを装備し閉状態で使用すると
防Ｘ線カバー外壁より5cm離れた位置で2.0μSv/ｈ以下である。

仮に一日10時間、3ヶ月間毎日使用しても、1.8mSv以下となる。
（5mSv/三ヶ月：女子学生の実効線量限度）

X線装置の設置規則と総研棟のX線発生装置



総研棟のX線回折装置

遮蔽カバーがついている



電離則第八条で，事業者に管理区域内における放射線業務
従事者，緊急作業の労働者，一時立ち入り者の外部被曝，

内部被曝の線量測定が義務付けられている．
そのため，これらの者は放射線測定器を指定された部位に

装着する義務がある．
・指定された部位とは，男性，又は妊娠する可能性がないと

診断された女性は胸部，その他の女性は腹部．
・指定された部位でない部位が，最も放射線にさらされる場

合，その部位に放射線測定器を装着

信大の規則でも義務化
測定する人は担当教員にオーダーしてもらう
エックス線を利用するための登録も毎年必要
（研究支援係に問い合わせ）

管理区域に立入る者にはガラスバッチ，
ポケット線量計等の被曝測定用具を装着



緊急措置（「安全の手引き」より）

X線発生装置がX線発生中に破損し，かつ，その
照射を直ちに停止させることが困難な場合は，
直ちに避難して，医師の診断をうけること．



X線回折装置は放射性物質とは違う

・放射能：放射線を出す能力。放射性Cs etc

・X線回折装置：電気でX線を発生させている。
ﾌｨﾗﾒﾝﾄからの熱電子 → 金属（Cu、Fe etc）
電気を止めてやれば、放射線を一切出せない。



エックス線機器を使用するには

「エックス線を使用する作業の手順教育」を
受ける必要があります。許可無く学生同士で
利用法を教え合うのはNG。担当者へ連絡。

毎年，放射線業務従事者としての登録が必要
です．研究支援係に登録してもらうよう，指
導教員に依頼してください．
（未登録者は使用不可）



担当者

後藤、児山 伊香賀、新井先生

中村美保、後藤、沖野



①繊維学部内でX線装置を利用する場合は、ガラ
スバッチと特別健康診断が必須で無くなった。

②フェイルセーフ機能を復帰させたので、サンプ
ル交換時に防X線扉を開ける際には、一々FSリ
リースキーを回してランプを点灯させること。そ
うしないと、装置が停止する。

③データの移動は、USBメモリーを使用しない。
CD-Rを使用する。

昨年度からの利用上の大きな変更点



X線回折装置の予約の取り方
（H25年度から方法が変わりました）

Webから「繊維学部共通利用機器管理システム」に入り，
以下の点に注意して予約・利用する

使用前に必ず予約する

予約を取り消す時は速やかに消去する

予約された開始時間を経過しているにも関わらず使用し
ていない場合にも利用料を徴収する

予約時間よりも早く終了した際には，予約システムから
実際の利用時間に書き換えを行う。ただし，不正申告が発
覚した場合は，その利用者のいる研究室の利用は禁止措置
を講じる。



http://kiki.shinshu-u.ac.jp/kiki/ から入る
ID，パスワードは教員のものを利用する



「エックス線回折装置」を選択



希望する日付けをクリックする

「前の週」，「次の週」をクリックして
処理する日にちを表示させる



希望する開始時間をクリックする

特別な事情が無い限り平日の9:00～17:00の間で
測定を行ってください



希望する時間と使用者名を入力を決定する

予約時間のプルダウンメニューから選択

コメント欄に使用者氏名を入力

「予約申込」をクリックする



予約した登録内容を確認する

コメント欄に使用者氏名が入っているかを確認

測定後，紙媒体の利用台帳にも利用履歴を記入する



予約した登録内容を変更する
（予約の削除，終了時間が早まった場合）

修正する予約の日付をクリックする



予約した登録内容を変更する
（終了時間が早まった場合）

削除する予約の「時間変更」をクリックする

終了時間が早まった場合



予約した登録内容を変更する
（終了時間が早まった場合）

変更する予約の日時を再度クリックする



予約した登録内容を変更する
（終了時間が早まった場合）

変更する予約の開始時間をクリックする



予約した登録内容を変更する
（終了時間が早まった場合）

「時間変更」をクリックする

予約時間のプルダウンメニューから
使用した時間を選択



予約した登録内容を変更する
（予約を削除する場合）

削除する予約の「予約削除」をクリックする



予約した登録内容を変更する
（予約を削除する場合）

削除する予約の内容を確認し「予約削除」を
クリックする


